
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年５月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３那第９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１月２１日 ０５時００分ごろ 

発生場所 沖縄県南城
なんじょう

市奥
お

武
う

島南西方沖  

 沖縄県糸満
いとまん

市所在の喜屋武
き ゃ ん

埼灯台から真方位０７１°３.６海里付

近 

 （概位 北緯２６°０６.０′ 東経１２７°４４.０′） 

事故等調査の経過  平成２５年１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 菊
きく

丸、２.７９トン 

 ＯＮ３－０５２３６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、奥武島南西方沖で漂泊中、平成 

２５年１月２１日０５時００分ごろ奥武島南西方沖のさんご礁に乗り

揚げた。 

 船長は、操業を終えて２０日の２０時００分ごろから本船を漂泊さ

せて睡眠をとり、起床して本船の周囲を確認したところ、目の前に島

があるのを確認し、急いで機関を始動させて避航しようとしたが、風

波に圧流され、乗り揚げた。 

船長は、携帯電話で僚船に救助を要請し、明るくなるのを待って船

を下り、近くの磯に避難した後、消防隊員によって救助された。 

本船は、後日、船長が手配したタグボートによって離礁され、糸満

市糸満漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 ３ 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  本船は、１月１９日に糸満漁港を出港し、マグロ漁業を行ってい

た。 

 船長は、睡眠中に何度か目を覚ましたが、船位の確認をしなかっ

た。 

 本船は、レーダーがなかった。 

 船長は、救命胴衣を着用していた。 

本船は、離礁時に転覆し、後日、廃船処理された。 



 

 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、奥武島南西方沖で漂泊中、船長が睡眠をとっていたことか

ら、風波に圧流されて同島南西方沖のさんご礁に接近し、さんご礁に

乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、奥武島南西方沖で漂泊中、船長が睡眠を

とっていたため、風波に圧流されて同島南西方沖のさんご礁に接近

し、さんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船位の確認を適切に行うこと。 

 ・プロッティング機能付きレーダーを装備することが望ましい。 

 




